
議題 部会の削減について

北海道地方年金記録訂正審議会

第５回総会（平成30年９月19日）
資料

○地方年金記録訂正審議会規則（平成27年4月10日厚生労働省令第83号）－抄－
（部会）
第６条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２ 部会に属すべき委員等は、会長が指名する。
３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員等のうちから、会長が指名する。
４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員等のうちから部会長があらか
じめ指名する者が、その職務を代理する。

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とするこ
とができる。

（雑則）
第10条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な
事項は、会長が審議会に諮って定める。


